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2025 年 11 月 

加盟店の皆さまへ 

株式会社日専連 

 

2025 年 12 月 1 日付け「加盟店規約」改訂に関するお知らせ 

 

日頃は、クレジットカードによる取引に関してご理解とご協力を賜り、厚くお礼申しあげます。 

さて、弊社は、改正割賦販売法により登録事業者（クレジットカード番号等取扱契約締結事業者）

として、クレジットカード番号等の安全管理のために必要な措置を講じることが義務付けられて

おります。 

また、同法により、カードを取扱う加盟店の皆さまは、カード情報などの漏えい対策やカードの

不正利用対策を講じることが義務付けられており、皆さまに求められる具体的な対策については、

実務上の指針の位置付けとして策定された「クレジット取引セキュリティ対策協議会」の「クレ

ジットカード・セキュリティガイドライン」（以下「セキュリティガイドライン」といいます）に

定められております。 

今般、このセキュリティガイドラインが改訂されました事に伴い、弊社の加盟店規約の改訂を2025

年 12 月 1 日付けで行いますので、ご案内させていただきます。 

記 

Ⅰ．セキュリティガイドラインの改訂概要 

『セキュリティガイドライン』は、2025 年３月４日付けで 6.0 版へ改訂されました。主な改訂

内容は後述の通りとなります。なお、セキュリティガイドラインの本文・付属文書および改訂の

詳細は以下の一般社団法人日本クレジット協会ホームページをご参照願います。 

加盟店（クレジットカードを取り扱うお店）の皆さまへ | 安全・安心なクレジットカード取引への取

組 | 一般社団法人日本クレジット協会 

 

１．クレジットカード情報の保護および不正利用対策（対象：通信販売用加盟店規約） 

EC 加盟店さまにおけるカード情報の保護、および不正利用対策を実施する事が義務付けされま

した。合わせて、EC 以外の通信販売加盟店さまも不正利用対策の指針対策が変更されました。 

 

２．カード取り扱い時の本人確認方法（対象：対面販売加盟店規約） 

クレジットカード取り扱い時の本人確認方法は、暗証番号の入力による確認が原則となりました。 

（1）PIN バイパス廃止について 

クレジットカード業界方針により、カード取り扱い時に店頭での端末操作等により暗証番号の入

力をスキップする「PIN バイパス」は 2025 年 3 月をもって廃止となりました。 

PIN バイパスでサイン（署名）等の方法により本人確認を行うことができなくなりますので、引

き続き暗証番号による本人確認を徹底いただくよう、あらためてお願いいたします。 

（ご留意）視覚等の障がいのあるお客さまの暗証番号の入力について 

PIN バイパスは原則廃止となりましたが、視覚等の障がいのあるお客さまから暗証番号入力が

困難である旨のお申し出があった場合には、その限りではございません。 

暗証番号の入力をスキップしサインをいただく等、視覚等の障がいのある方に配慮したご対応

（「合理的配慮の提供」）をお願いします。 

https://www.j-credit.or.jp/security/understanding/member-store.html
https://www.j-credit.or.jp/security/understanding/member-store.html
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（2）カード裏面サイン（署名）との照合の任意化について 

カード裏面にサイン欄（サインパネル）のないカードが普及しております。 

従来の加盟店規約においては、本人確認の方法としてサイン（署名）を取得した場合には、カー

ド裏面のサイン（署名）と照合し、同一であることを確認いただくことを必須としておりました

が、カード会員のサイン（署名）取得が任意となり、カード裏面のサイン（署名）との照合は不要

となりました。 

 

Ⅱ．弊社加盟店規約の改訂概要 

１.ガイドライン改訂に準拠. ※対象規約には包括代理加盟店さま向けを含む 

 対象規約 対象条番号 改訂の目的・概要 

1 

 

通信販売用 第１１条（カード番号等の適

切な管理） 

EC 加盟店におけるカード情報の保護、および

不正利用対策（含む報告の必須化）。EC 以外

の加盟店さまの不正利用対策 

2 対面販売用 第９条（信用販売における手

続きその他注意事項） 

暗証番号の入力による確認およびカード裏面

サイン（署名）との照合の任意化 

3 対面販売用 第２５条（支払いの保留・拒

否・支払金の返還請求特約 ） 

暗証番号の入力による確認およびカード裏面

サイン（署名）との照合の任意化 

 

２.その他 ※今回の改訂に合わせて軽微な変更を行うもの 

 対象規約 対象条番号 改訂の目的・概要 

1 対面販売用 

通信販売用 

第３１条（暴力団等反社会的

勢力排除） 

条文に合わせ一部文言を補記 

 

Ⅲ．弊社加盟店規約の改訂に伴うご対応 

EC 加盟店さまには、上記通信販売用加盟店規約の改訂後「第１１条（カード番号等の適切な管

理）」にしたがい、次回の定期調査の際に「業界標準調査票※」にて、今般改定された EC サイト

のセキュリティ対策実施状況等についてご確認させていただく予定です。 

また、上記調査実施後に対策状況の変更が生じましたら、改正割賦販売法に定められた対応に基

づきご確認が必要になりますので、誠にお手数ですが都度弊社までご連絡をお願いいたします。

※「EC サイトのセキュリティ対策実施状況申告書」 

 

Ⅳ．本件に関するお問い合わせ 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-4 

株式会社日専連 

担当：加盟店営業部 

TEL:03-3255-7085  email:eigyou@mx.nissenren.or.jp 

以上 


